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告　　　　　　　　示

公 安 委 員 会 規 則

秋 田 県 告 示 第 百 七 十 五 号

　 全 国 自 治 宝 く じ 事 務 協 議 会 規 約 の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二

百 五 十 二 条 の 六 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 第 三 条 第 二 号 中 「 岡 山 市 」 の 次 に 「 、 相 模 原 市 」 を 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 約 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 七 十 六 号

　 関 東 ・ 中 部 ・ 東 北 自 治 宝 く じ 事 務 協 議 会 規 約 の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六

十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の 六 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、

告 示 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 第 三 条 第 二 号 中 「 横 浜 市 」 の 次 に 「 、 相 模 原 市 」 を 加 え る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 約 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

　 秋 田 県 警 察 職 員 の 定 数 の 配 分 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 公 安 委 員 会 委 員 長 　 伊 　 藤 　 辰 　 郎 　

　 　 　 秋 田 県 警 察 職 員 の 定 数 の 配 分 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 警 察 職 員 の 定 数 の 配 分 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 別 表 中 「48 」 を 「51 」 に 、 「93 」 を 「78 」 に 、 「150 」 を 「146 」 に 、 「126 」 を 「127 」 に 、 「215 」 を 「219 」 に 、

「632 」 を 「621 」 に 、 「242 」 を 「248 」 に 、 「230 」 を 「210 」 に 、 「435 」 を 「432 」 に 、 「546 」 を 「580 」 に 、

「1,319 」 を 「1,330 」 に 、 「146 」 を 「140 」 に 、 「75 」 を 「78 」 に 、 「174 」 を 「159 」 に 、 「380 」 を 「356 」 に 、

「561 」 を 「559 」 に 、 「761 」 を 「799 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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